


別紙１

	
	
	
	令和　年　月　日

	こども家庭庁長官　殿
	
	
	

	
	
	所在地
	


	
	
	会社名
	


	
	
	職・代表者名
	




[bookmark: _Hlk221010244]「こどもとともに成長する企業」構想推進事業費補助金に係る補助事業事務局
への応募について

標記について、関係書類を添えて応募します。

１　補助事業事務局の選定等に係る次の書類
(1)　事業実施計画書（別紙２）
(2)　所要額内訳書（別紙３）
(3)　事業実施スケジュール表（別紙４：任意様式でも可とする）
(4)　人件費の支給基準（申請者の内部規程等）

２　申請者の概要等に係る次の書類（コンソーシアムの場合は、構成団体それぞれの書類について添付すること。）
(1)　会社概要（会社パンフレット等）
(2)　登記事項証明書
　(3)　事業実績（類似事業の実績：実施年度、事業名、事業概要、発注者等）

３　申請者の財務状況等に係る次の書類
　(1)　直近１年分の財務諸表
　　(2)　ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る指標を証明する書類（該当する場合）
　　(3)　従業員への賃金引上げ計画の表明書（別紙５－１、別紙５－２。表明する意思がある場合のみ）



















別紙２

補助事業実施計画書

	
	提案者番号
※こども家庭庁記入欄
	

	①　事　業　名
	「こどもとともに成長する企業」構想推進事業

	②　国庫補助所要額
	　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　円

	③　事業計画（本事業計画については別紙にて提出することも可能）

➢　実施方法
※　募集要領の「１．事業概要」の「１－３．事業内容」の項目ごとに、具体的な
実施方法及び内容を記載の上、補助事業の目的をどのように達成するか記載して
ください。

➢　履行体制等
※　実施責任者略歴、担当者数等及び実施者の業務内容
※　取組支援事業者について、具体的な連携先を記載してください。また、外注、委託
（コンソーシアム）を予定しているのであればその内容を記載してください。
　　※　具体的な実施体制図（補助事業実施フローが分かるもの）を添付すること。

➢　本補助事業を実施することの効果
※　本事業を実施した場合、期待される効果等を記載してください。
※　本事業年度終了後についても持続的に民間企業等が自ら主体的に取り組んでいく
ための工夫を具体的に記載してください。（事業趣旨理解の観点）



別紙３
所要額内訳書

１　国庫補助所要額
	総支出予定額
(A)
	寄附金その他の収入等
(B)
	差引所要額
（C=A-B)
	国庫所要額
(D)(単位：千円)

	円
	円
	　　円
	千円



２　総支出予定額の内訳
	経費区分
	支出予定額
	積算内訳

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	
	円
	

	合　計(A)
	円
	



３　寄附金その他の収入等の内訳
	区分
	収入等予定額
	積算内訳

	寄附金
	円
	

	その他
	円
	

	合　計(B)
	円
	



※　国庫補助所要額（D）は、Cの金額から千円未満切り捨てた金額を記入すること。

別紙４（任意様式でも可とする。）
事業実施スケジュール表（年間）


	
	○月
	○月
	○月
	○月
	○月
	○月

	事
業
実
施
内
容
	
	
	
	
	
	



	
	○月
	○月
	○月
	○月
	○月
	○月

	事
業
実
施
内
容
	
	
	
	
	
	








（別紙５－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【大企業用】

従業員への賃金引上げ計画の表明書


当社は、
①：○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

②：○年
において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は対前年）増加率３％以上とすること
③：を表明いたします。
　
④：従業員と合意したことを表明いたします。

令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○
　（住所を記載）
　代表者氏名　○○　○○　　




　上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○（※）という方法によって、代表者より表明を受けました。


令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○
　従業員代表　　　　　　　　　　氏名　○○　○○　　
　給与又は経理担当者　　　　　　氏名　○○　○○　　


※事業計画を策定し、計画中に賃上げの実施を記載するといった、従業員に対して明示していること等


（留意事項）
１．①又は②及び、③又は④については選択してください。
２．押印について、電子メールで提出する場合は、写し（スキャンデータ）での提出も可とします。
３．大企業、中小企業について、「中小企業」とは法人税法における定義である単に「資本金１億円」以下の企業を、その中小企業以外の企業をさして大企業とします。
４．事業年度により賃上げを表明した場合（上記１．の①）には、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度及びその前年度における同書を作成後速やかに担当課に提出してください。
　　なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
確認方法は賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」　　を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行います。
５．暦年により賃上げを表明した場合（上記１．の②）においても、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年及びその前年の同表を作成後速やかに担当課に提出してください。
確認方法は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することにより行います。
６．上記書類（上記４及び５）により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により加点される基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等及び別紙２の１又は別紙２の２「賃金引き上げ計画の達成について」を提出することで、上記書類に代えることができることとします。
７．上記４、５、６による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において加点割合＋1％を技術点から減点するものとします。仮に技術点100点の場合で本取組による加点割合が5％（５点）の場合は6点（６％）を減点されることになります。
８．上記７．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告が行われる調達（他省庁含む）に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した長官官房経理室により適宜の方法で通知するものとします。
９．下記のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類（※）とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は、上記７の減点措置を課さないこととします。
(1)　自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な災害（火　災等）等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
(2)　主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
(3)　資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を　受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など
※　「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定していますが、これに限りません。
10．経年的に本制度に参加する場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしてください。

（別紙５－２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【中小企業等用】

従業員への賃金引上げ計画の表明書


当社は、
①：○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度）

②：○年
において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率１．５％以上とすること
③：を表明いたします。

　④：従業員と合意したことを表明いたします。

令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○
　（住所を記載）
　代表者氏名　○○　○○　　




　上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○(※)という方法によって、代表者より表明を受けました。


令和　年　　月　　日
　株式会社○○○○
　従業員代表　　　　　　　　　　氏名　○○　○○　　印
　給与又は経理担当者　　　　　　氏名　○○　○○　　印

※　事業計画を策定し、計画中に賃上げの実施を記載するといった、従業員に対して明示していること等




（留意事項）
１．①又は②及び、③又は④については選択してください。
２．押印について、電子メールで提出する場合は、写し（スキャンデータ）での提出も可とします。
３．大企業、中小企業について、「中小企業」とは法人税法における定義である単に「資本金１億円」以下の企業を、その中小企業以外の企業をさして大企業とします。
４．事業年度により賃上げを表明した場合（上記１．の①）には、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度及びその前年度における同書を作成後速やかに担当課に提出してください。
　　なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
確認方法は賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」の金額を比較することにより行います。
５．暦年により賃上げを表明した場合（上記１．の②）においても、表明書どおりの賃上げを行ったか確認を行いますので「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年及びその前年の同表を作成後速やかに担当課に提出してください。
確認方法は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」の金額を比較することにより行います。
６．上記書類（上記４及び５）により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により加点される基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等及び別紙２の１又は別紙２の２「賃金引き上げ計画の達成について」を提出することで、上記書類に代えることができることとします。
７．上記４及び５による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において加点割合＋1％を技術点から減点するものとします。仮に技術点100点の場合で本取組による加点割合が5％（５点）の場合は6点（６％）を減点されることになります。
８．上記７．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告が行われる調達（他省庁含む）に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した長官官房経理室により適宜の方法で通知するものとします。
９．下記のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類（※）とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は、上記７の減点措置を課さないこととします。
(1)　自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な災害（火　災等）等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
(2)　主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
(3)　資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を　受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など
※　「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定していますが、これに限りません。
10．経年的に本制度に参加する場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないようにしてください。




